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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塩分濃度が１３．６～２３．１％である塩水を凍結させた氷と、塩分濃度が１３．６～
２３．１％である塩水とを混合して氷スラリーを製造する工程と、
　前記氷スラリーに生鮮海産物を浸漬し、該生鮮海産物を瞬間凍結させる工程と、を備え
ることを特徴とする生鮮海産物の鮮度保持方法。
【請求項２】
　請求項１記載の生鮮海産物の鮮度保持方法において、混合する前記氷と前記塩水の塩分
濃度が同程度であることを特徴とする生鮮海産物の鮮度保持方法。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の生鮮海産物の鮮度保持方法において、混合する前記氷と前記塩水
の質量比が氷：塩水＝７５：２５～２０：８０であることを特徴とする生鮮海産物の鮮度
保持方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の生鮮海産物の鮮度保持方法において、瞬間凍結さ
せた前記生鮮海産物を前記氷スラリーから取り出して、該生鮮海産物を瞬間凍結時の温度
以下で冷凍保存することを特徴とする生鮮海産物の鮮度保持方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、生鮮海産物の鮮度保持方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生鮮海産物の鮮度を保持するため、生鮮海産物を氷で冷却することが従来より行われて
いる。例えば、漁船が漁に出る際には、大量の氷を漁船に積み込み、水氷（氷＋海水）を
満たした容器に、捕獲した魚を入れて輸送している。しかしながら、真水から作った氷の
場合、氷が溶けると、鮮度保持に使用している海水の塩分濃度が低下する。その結果、浸
透圧により、水氷に浸している魚の体内に水が浸入して、魚の鮮度や味覚が落ちてしまう
という問題がある。
【０００３】
　そこで、特許文献１では、生鮮食品の鮮度保持に用いるために、略０．５～２．５％の
塩分濃度を有する塩含有水の凍結により得られた塩含有氷をスラリー状に形成してなる塩
含有水の製氷方法において、ろ過殺菌をした海水等の原水を塩分調整して約１．０～１．
５％前後の塩分濃度の塩含有水となし、該塩含有水に急速冷却を行なうことにより前記塩
分濃度に対応する－５～－１℃の氷点温度を持つスラリー状塩含有氷を生成する方法が開
示されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、０．２～５．０％（ｗ／ｖ）の食塩水ににがりを添加して、－
３～１０℃の水温に保持した浸漬液中に、鮮魚を一定時間浸漬する方法が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１１５９４５号公報
【特許文献２】特開２００６－１５８３０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　生鮮海産物中の水分は凍結すると結晶化するが、従来方法の場合、生鮮海産物中の氷の
結晶が大きくなるため、生鮮海産物の細胞組織が破壊され、鮮度、味覚を維持できないと
いう問題がある。
　また、特許文献１や２に記載されている従来方法の場合、スラリー状塩含有氷の氷点温
度や浸漬液の水温がさほど低くないため、短期間しか生鮮海産物の鮮度を保持できず、遠
距離輸送ができないという課題がある。
【０００７】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、生鮮海産物を凍結させても鮮度、味覚が
落ちることがなく、遠隔地まで長時間輸送することが可能な生鮮海産物の鮮度保持方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る生鮮海産物の鮮度保持方法は以下の工程を備え
ることを特徴としている。
　（１）塩分濃度が１３．６～２３．１％である塩水を凍結させた氷と、塩分濃度が１３
．６～２３．１％である塩水とを混合して氷スラリーを製造する工程
　（２）前記氷スラリーに生鮮海産物を浸漬し、該生鮮海産物を瞬間凍結させる工程
【０００９】
　生鮮海産物中の水分は凍結すると結晶化するが、生鮮海産物を緩慢凍結させた場合、氷
の結晶が大きくなるため、生鮮海産物の細胞組織が破壊され、生鮮海産物の鮮度、味覚が
劣化する。
　一方、本発明では、生鮮海産物を瞬間凍結させるので、生鮮海産物の組織内に発生する
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氷の結晶が小さくなり、生鮮海産物組織の損傷が少なく、生鮮海産物の鮮度、味覚が保持
される。
【００１０】
　本発明では、生鮮海産物を瞬間凍結させるため、氷スラリーの原料である塩水の塩分濃
度を従来に比べて大幅に高くしている。塩分濃度が１３．６％である塩水の理論飽和凍結
点は－９．８℃、塩分濃度が２３．１％である塩水の理論飽和凍結点は－２１．２℃であ
る。
　塩水の塩分濃度が１３．６％未満の場合、製造した氷スラリーによる生鮮海産物の凍結
速度が遅くなる。一方、塩水の塩分濃度が２３．１％超の場合、塩分が結晶として析出す
るため、塩水の飽和凍結点が上昇する。
【００１１】
　なお、塩分濃度が高くても、生鮮海産物の表面が瞬間凍結して氷結するため、生鮮海産
物中に塩分が侵入することはない。
【００１２】
　また、本発明に係る生鮮海産物の鮮度保持方法では、混合する前記氷と前記塩水の塩分
濃度が同程度であることを好適とする。
【００１３】
　氷の塩分濃度が塩水の塩分濃度より高い場合、氷の温度が塩水の飽和凍結点より低いた
め、塩分濃度が低い塩水を混合した直後に水分が凍結する。一方、氷の塩分濃度が塩水の
塩分濃度より低い場合、氷の飽和凍結点よりも塩水の飽和凍結点のほうが低いため氷が溶
解し、氷スラリーの温度が低下する。従って、氷スラリーの状態を変動させないようにす
るためには、混合する氷と塩水の塩分濃度を同程度とすることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明に係る生鮮海産物の鮮度保持方法では、混合する前記氷と前記塩水の質量
比が氷：塩水＝７５：２５～２０：８０であることを好適とする。
【００１５】
　氷の質量比が７５質量％を超えると、固形分の比率が高くなるため、生鮮海産物と氷ス
ラリーとの間に隙間が発生し、生鮮海産物に氷スラリーが密着しなくなる。一方、氷の質
量比が２０質量％未満であると、製造した氷スラリーによって生鮮海産物を瞬間凍結しづ
らくなる。
【００１６】
　また、本発明に係る生鮮海産物の鮮度保持方法では、瞬間凍結させた前記生鮮海産物を
前記氷スラリーから取り出して、該生鮮海産物を瞬間凍結時の温度以下で冷凍保存するこ
とを好適とする。これにより、遠隔地まで長時間輸送しても生鮮海産物鮮度、味覚が落ち
ることがない。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る生鮮海産物の鮮度保持方法では、氷スラリーの原料である塩水の塩分濃度
を従来に比べて大幅に高めることにより大幅に温度が低下した氷スラリーを生鮮海産物に
接触させることで、生鮮海産物を瞬間凍結させることができる。その結果、生鮮海産物の
組織の損傷が少なくなり、生鮮海産物の鮮度、味覚が保持される。また、瞬間凍結させた
生鮮海産物を瞬間凍結時の温度以下で冷凍保存した状態で輸送することにより、遠隔地ま
で長時間輸送しても生鮮海産物の鮮度、味覚が落ちることがない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施の形態に係る生鮮海産物の鮮度保持方法に使用する製氷機の部分
断面斜視図である。
【図２】同製氷機を含む製氷システムの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具現化した実施の形態について説明し、
本発明の理解に供する。
【００２０】
　［製氷機及び製氷システム］
　本発明の一実施の形態に係る生鮮海産物の鮮度保持方法に使用する製氷機１０の部分断
面斜視図を図１に、製氷機１０を含む製氷システムを図２に示す。
　製氷機１０は、冷媒により内周面が冷却される竪型ドラム１１を備え、ギヤードモータ
２０により回転する回転軸１２が竪型ドラム１１の中心軸上に配置されている。回転軸１
２には、回転軸１２と共に回転し、竪型ドラム１１の内周面に向けて塩水を噴射する噴射
孔１３ａを先端部に有する複数のパイプ１３と、竪型ドラム１１の半径方向に延出し、回
転軸１２と共に回転するアーム１４が取り付けられている。アーム１４の先端部には、竪
型ドラム１１の内周面に生成した氷を掻き取るブレード１５が装着されている。
【００２１】
　竪型ドラム１１は、氷が内周面に生成する内筒２２と、内筒２２を囲繞する外筒２３と
を有している。内筒２２及び外筒２３は鋼製とされ、内筒２２と外筒２３の間にはクリア
ランスが設けられている。クリアランスには、配管３５を介して冷凍機（図示省略）から
冷媒が供給される。
　なお、竪型ドラム１１の外周面は円筒状の保護カバー１９で覆われている。
【００２２】
　竪型ドラム１１の上面は、鍋を逆さにした形状からなる上部軸受部材１７で封止されて
いる。上部軸受部材１７の中心部には、回転軸１２を支持するブッシュ２８が嵌装されて
いる。回転軸１２は上部軸受部材１７にのみ支持され、回転軸１２の下端部は軸支されて
いない。そのため、竪型ドラム１１の下方には、ブレード１５によって掻き取られた氷が
落下する際に障害となる物がなく、竪型ドラム１１の下面は氷を排出する排出口１６とさ
れている。排出口１６から落下した氷は、製氷機１０の直下に配置された氷貯留タンク３
４内に貯えられる（図２参照）。
【００２３】
　回転軸１２は、上部軸受部材１７の上方に設置されたギヤードモータ２０によって材軸
回りに回転する。回転軸１２の上部には、材軸方向に延在し各パイプ１３と連通する竪穴
１２ａが形成されている（図２参照）。また、回転軸１２の頂部にはロータリージョイン
ト２１が取り付けられている。
　氷の原料となる塩水は、塩水貯留タンク３０から配管３２を介してロータリージョイン
ト２１に送給される（図２参照）。ロータリージョイント２１に送給された塩水は、ロー
タリージョイント２１から回転軸１２に形成された竪穴１２ａに送給され、竪穴１２ａか
ら各パイプ１３に送給される。
【００２４】
　パイプ１３は、回転軸１２から竪型ドラム１１の半径方向に放射状に延出している。各
パイプ１３の設置高さは竪型ドラム１１の内筒２２高さの上部位置とされ、内筒２２の内
周面の上部に向けて塩水が噴射される（図１参照）。噴射孔１３ａから塩水を噴射する際
の水圧としては０．０１ＭＰａ程度である。
　なお、パイプ１３に代えてスプレーノズルなどを使用しても良い。この場合、噴射圧力
は０．２～０．５ＭＰａとなる。
【００２５】
　アーム１４は回転軸１２に関して対称となるように装着されている。本実施の形態では
、アーム１４の本数は２本とされている。
　各アーム１４の先端部に装着されているブレード１５は、内筒２２の全長（全高）にほ
ぼ等しい長さを有するステンレス製の板材からなり、内筒２２に面する端面には複数の鋸
歯１５ａが形成されている。
【００２６】
　次に、上記構成を有する製氷機１０及び製氷システムの動作について説明する。
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　冷凍機を作動させることで竪型ドラム１１に冷媒を供給し、竪型ドラム１１の内周面の
温度を－２０～－２５℃にする。
　次いで、ギヤードモータ２０を作動させて、回転軸１２を材軸周りに回転させると共に
、ロータリージョイント２１を介して回転軸１２内に塩水を供給する。回転軸１２の回転
速度は２～４ｒｐｍとする。なお、パイプ１３ではなくスプレーノズルを使用した場合は
、回転軸１２の回転速度は１０～１５ｒｐｍとする。
【００２７】
　回転軸１２と共に回転するパイプ１３から竪型ドラム１１の内周面に向けて噴射された
塩水は、竪型ドラム１１の内周面に接触すると瞬時に凍結する。竪型ドラム１１の内周面
に生成した氷は、アーム１４と共に回転するブレード１５によって掻き取られる。掻き取
られた氷は排出口１６から落下する。排出口１６から落下した氷は、製氷機１０の直下に
配置された氷貯留タンク３４内に貯えられ、生鮮海産物の鮮度保持に使用される。
【００２８】
　一方、氷とならず、竪型ドラム１１の内周面を流下した塩水は塩水貯留タンク３０に貯
えられ、ポンプ３１を作動させることにより配管３２を介してロータリージョイント２１
に再び送給される（図２参照）。なお、塩水貯留タンク３０内の塩水が少なくなった場合
は、塩水タンク３３に貯えられている塩水が塩水貯留タンク３０に供給される。
【００２９】
　［生鮮海産物の鮮度保持方法］
　本発明の一実施の形態に係る生鮮海産物の鮮度保持方法の手順を以下に示す。
　（１）塩分濃度を１３．６～２３．１％とした塩水を用いて製氷機１０により生成した
氷と、塩分濃度が１３．６～２３．１％である塩水とを混合して氷スラリー（シャーベッ
ト状の氷）を製造する。製造した氷スラリーの温度は－９．８～－２１．２℃であるが、
低い温度であるほど、生鮮海産物内で発生する氷の結晶を小さくすることができる。
　製造した氷と混合する塩水の温度は、常温もしくはそれを下回る温度とする。なお、塩
水の温度が低いほど、製氷効率は高くなる。
　また、混合する氷の塩分濃度と塩水の塩分濃度は同程度（数％以内の濃度差）であるこ
とが好ましく、混合する氷と塩水の質量比は氷：塩水＝７５：２５～２０：８０、好まし
くは氷：塩水＝６０：４０～５０：５０とする。
【００３０】
　（２）製造した氷スラリーに生鮮海産物を浸漬し、生鮮海産物を瞬間凍結させる。浸漬
時間は、生鮮海産物の種類によって異なるが、例えば１分～１時間程度である。氷スラリ
ーに浸漬した生鮮海産物は瞬時にその表面が氷結する。
　（３）瞬間凍結させた生鮮海産物を氷スラリーから取り出す。そして、取り出した生鮮
海産物を瞬間凍結時の温度（－９．８～－２１．２℃）以下で冷凍保存し、冷凍保存した
状態で輸送する。
【００３１】
　［瞬間凍結させた生鮮海産物の解凍方法］
　瞬間凍結させた生鮮海産物の解凍を自然解凍で行う場合、生鮮海産物の種類によって解
凍時間は異なるが、例えば１～２時間程度である。これにより、新鮮な海産物とほぼ同等
の味及び食感を得ることができる。
【００３２】
　以上、本発明の一実施の形態について説明してきたが、本発明は何ら上記した実施の形
態に記載の構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事項の範囲
内で考えられるその他の実施の形態や変形例も含むものである。例えば、上記実施の形態
では、製氷機としてドラム型製氷機を使用しているが、これに限定されるものではなく、
他の形式の製氷機でも良い。
【符号の説明】
【００３３】
１０：製氷機、１１：竪型ドラム、１２：回転軸、１２ａ：竪穴、１３：パイプ、１３ａ
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：噴射孔、１４：アーム、１５：ブレード、１５ａ：鋸歯、１６：排出口、１７：上部軸
受部材、１９：保護カバー、２０：ギヤードモータ、２１：ロータリージョイント、２２
：内筒、２３：外筒、２８：ブッシュ、３０：塩水貯留タンク、３１：ポンプ、３２、３
５：配管、３３：塩水タンク、３４：氷貯留タンク

【図１】 【図２】
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